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第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
１
回
総
会
に 

委
員
の
森
会
長
、
臨
時
委
員
の 

林
・
横
浜
市
長
が
出
席

　

８
月
24
日
、
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
１
回
総
会
が

開
催
さ
れ
、
委
員
の
森
会
長
、
臨
時
委
員
の
林
・
横
浜
市

長
が
出
席
し
た
。

　

会
議
で
は
、
ま
ず
、
会
長
、
副
会
長
の
選
任
が
行
わ
れ
、

会
長
に
西
尾
委
員
、
副
会
長
に
畔
柳
委
員
が
選
任
さ
れ
た
。

次
に
、
菅
総
理
大
臣
よ
り「
議
会
の
あ
り
方
を
は
じ
め
と
す

る
住
民
自
治
の
あ
り
方
」「
大
都
市
制
度
の
あ
り
方
」「
基
礎

自
治
体
の
担
う
べ
き
役
割
や
行
政
体
制
の
あ
り
方
」
な
ど

に
つ
い
て
諮
問
が
な
さ
れ
、
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
の
挨

拶
後
、
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
協
議
が
な
さ
れ
た
。
今
後

の
審
議
に
つ
い
て
は
、
専
門
小
委
員
会
を
設
置
し
専
門
的

に
審
議
を
進
め
る
こ

と
、
審
議
に
当
た
っ

て
は
、
ま
ず
、
現
在

懸
案
と
な
っ
て
い
る

地
方
自
治
法
の
一
部

改
正
案
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
審
議

し
、
そ
の
後
、
議
会

や
大
都
市
、
基
礎
自

治
体
の
あ
り
方
に
つ

い
て
審
議
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

�

［
行
政
部
］

「
平
成
24
年
度
都
市
税
制
改
正
に 

関
す
る
意
見
」を
決
定

　

８
月
24
日
、
都
市
税
制
調
査
委
員
会
を
開
催
し
、「
平

成
24
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
意
見
」を
決
定
し
た
。

　

同
意
見
で
は
、
①
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
に
当

た
っ
て
は
、
都
市
自
治
体
が
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て

果
た
し
て
い
る
役
割
を
踏
ま
え
、
地
方
単
独
事
業
を
含

め
て
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
提
供
で
き
る
よ

う
、
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
な
ど
に
よ
り
、
税
源
の

偏
在
性
が
少
な
く
税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
を
構

築
す
る
と
と
も
に
、「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
等
に
お

い
て
真し
ん
し摯

な
協
議
を
行
い
、
地
方
の
意
見
を
最
大
限
尊

重
す
る
こ
と
、
②
地
方
が
担
う
事
務
と
責
任
に
見
合
う

税
財
源
配
分
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
当
面
、
税
源
移

譲
に
よ
る
国
・
地
方
の
税
源
配
分
「
５
：
５
」
の
実
現
を

図
る
と
と
も
に
、
恒
常
的
な
地
方
交
付
税
の
財
源
不
足

の
解
消
を
図
る
べ
く
地
方
交
付
税
の
法
定
率
の
引
上
げ

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
方
の
財
政
自
主
権
を
拡
充
す

る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
他
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
地
方
の
意
見
の
反
映
」

「
環
境
施
策
に
係
る
地
方
の
役
割
に
応
じ
た
地
方
税
財
源

の
確
保
」「
自
動
車
関
係
諸
税
の
維
持
確
保
及
び
車
体
課

税
の
見
直
し
」「
都
市
税
源
の
充
実
強
化（
固
定
資
産
税
の

安
定
的
確
保
な
ど
）」「
課
税
・
徴
収
体
制
等
の
改
善
（
還

付
加
算
金
の
見
直
し
、
公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
税

の
特
別
徴
収
制
度
の
改
善
な
ど
）」
等
に
つ
い
て
提
言
し

て
い
る
。

　

な
お
、
同
意
見
に
つ
い
て
は
、
全
国
会
議
員
及
び
総

務
省
等
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�

［
財
政
部
］

 

政
策
推
進
委
員
会
を
開
催
し
、 

「
野
田
新
内
閣
発
足
に
当
た
っ
て
の
緊
急
要
請
」 

「
円
高
是
正
対
策
と
迅
速
か
つ
果
敢
な
経
済
・ 

雇
用
対
策
の
早
期
実
施
に
関
す
る
緊
急
提
言
」 

を
取
り
ま
と
め
、
要
請
活
動
を
実
施

　

９
月
７
日
、
政
策
推
進
委
員
会
を
開
催
。
平
成
24
年

度
政
府
予
算
編
成
に
お
け
る
課
題
及
び
当
面
す
る
主
要

課
題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
を
行
っ
た
ほ
か
、
９
月
２
日

に
発
足
し
た
野
田
内
閣
に
対
す
る
本
会
の
対
応
に
つ
い

て
協
議
を
行
い
、
①
東
日
本
大
震
災
と
原
子
力
発
電
所

事
故
へ
の
対
応
等
、

円
高
是
正
対
策
と
緊

急
経
済
・
雇
用
対
策

の
実
施
、
社
会
保
障

と
税
の
一
体
改
革
、

真
の
分
権
型
社
会
の

実
現
等
を
内
容
と
す

る
「
野
田
新
内
閣
発

足
に
当
た
っ
て
の
緊

急
要
請
」、
②
歴
史

的
な
円
高
に
対
す
る

国
・
日
本
銀
行
に
よ

る
断
固
た
る
是
正
措

置
、
本
年
度
第
３
次

補
正
予
算
の
早
期

編
成
や
通
常
予
算

編
成
を
通
じ
、
迅
速

か
つ
果
敢
な
緊
急

経
済
・
雇
用
対
策
を

切
れ
目
な
く
講
じ

る
こ
と
等
を
内
容

と
す
る
「
円
高
是
正

対
策
と
迅
速
か
つ

果
敢
な
経
済
・
雇
用

対
策
の
早
期
実
施

に
関
す
る
緊
急
提

言
」を
取
り
ま
と
め
た
。

　

会
議
終
了
後
、
森
会
長
は
じ
め
会
議
出
席
の
各
市
長

（
田
岡
・
石
狩
市
長
、
東
村
・
福
井
市
長
、
母
袋
・
上
田

市
長
、
清
水
・
太
田
市
長
、
吉
田
・
大
阪
狭
山
市
長
、
大
西
・

高
松
市
長
）
は
、
６
月
の
本
会
総
会
で
決
定
し
た
決
議
等

と
前
記
の
緊
急
要
請
等
の
実
現
方
に
つ
い
て
、
川
端
総
務

大
臣
、
黄
川
田
同
副
大
臣
、
松
崎
同
副
大
臣
、
福
田
同
大

臣
政
務
官
、
主
濱
同
大
臣
政
務
官
、
森
田
同
大
臣
政
務

官
、
平
野
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
担
当
大
臣
・
内
閣
府

特
命
担
当
大
臣（
防
災
）、
齋
藤
内
閣
官
房
副
長
官
、
長
浜

同
副
長
官
、
竹
歳
同
副
長
官
、
民
主
党
の
輿
石
幹
事
長
、

樽
床
幹
事
長
代
行
、
逢
坂
衆
議
院
議
員
（
前
総
務
大
臣
政

務
官
）に
そ
れ
ぞ
れ
面
談
の
う
え
要
請
し
た
。

�

［
企
画
調
整
室
］

「
行
政
不
服
申
立
制
度
の
改
革
方
針
に
関
す
る 

論
点
整
理（
第
２
版
）」に
対
す
る
意
見
を 

内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
に
提
出

　

総
務
大
臣
と
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
行
政
刷
新
）
を

共
同
座
長
と
す
る
行
政
救
済
制
度
検
討
チ
ー
ム
に
お
い

て
論
点
を
中
間
的
に
整
理
し
た
「
行
政
不
服
申
立
制
度
の

改
革
方
針
に
関
す
る
論
点
整
理（
第
２
版
）」に
対
す
る
意

見
を
、
９
月
14
日
、
内
閣
府
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
に

提
出
し
た
。

　

意
見
で
は
、
①
審
理
官
の
設
置
に
つ
い
て
、
都
市
自

治
体
は
自
ら
の
判
断
で
選
択
で
き
る
制
度
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
審
理
官
を
設
置
し
な
い
と
す
る
都
市
自
治
体
の

審
査
請
求
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
審
理
官
が
補
完
す

る
と
す
る
方
策
は
、
地
方
分
権
・
地
域
主
権
改
革
の
理

念
か
ら
、
極
め
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

②
個
別
法
に
よ
り
第
三
者
的
裁
決
機
関
等
が
置
か
れ
て

い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
機
関
を
活
用
す
る
こ
と
の
方

が
、
よ
り
中
立
・
公
正
で
、
住
民
の
信
頼
も
得
や
す
い

と
考
え
る
の
で
、
こ
う
し
た
機
関
を
活
用
す
る
こ
と
、

③
地
方
公
共
団
体
の
処
分
に
つ
い
て
、
国
や
都
道
府
県

知
事
が
不
服
申
立
先
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

地
方
分
権
・
地
域
主
権
改
革
の
観
点
か
ら
、
不
適
当
で

あ
る
の
で
是
正
さ
れ
た
い
こ
と
、
④
地
方
公
共
団
体
に

対
す
る
不
服
申
立
て
や
苦
情
処
理
等
に
関
す
る
新
た
な

仕
組
み
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
多
く
の
市
町
村

で
、
総
合
案
内
窓
口
を
開
設
し
、
住
民
か
ら
の
相
談
や

届
け
出
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
広
く
受
け
付
け
ら
れ
る
よ
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Mayors'  Action Mayors'  Action

う
に
す
る
等
、
迅
速
な
対
応
を
す
る
た
め
の
様
々
な
工

夫
を
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、「
地
域
の
こ
と
は
地
域

に
」
の
地
方
分
権
・
地
域
主
権
改
革
の
観
点
か
ら
も
地
方

の
創
意
工
夫
に
任
さ
れ
た
い
こ
と
、
⑤
行
政
不
服
申
立

制
度
の
改
革
の
内
容
は
、
地
方
に
極
め
て
重
要
な
影
響

を
及
ぼ
す
の
で
、
特
に
、
制
度
化
に
当
た
っ
て
は
、
国

と
地
方
の
協
議
の
場
等
に
お
い
て
地
方
の
意
見
を
十
分

踏
ま
え
た
も
の
と
さ
れ
た
い
こ
と
を
求
め
た
。

�

［
行
政
部
］

「
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
１
回
専
門 

小
委
員
会
」に
石
垣
・
新
見
市
長
が
出
席

　

９
月
15
日
、「
第
30
次
地
方
制
度
調
査
会
第
１
回
専
門

小
委
員
会
」
が
開
催
さ
れ
、
本
会
を
代
表
し
て
、
石
垣
・

新
見
市
長
（
行
政
委
員
会
委
員
長
）
が
出
席
し
た
。
同
小

委
員
会
で
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
つ
い
て
、
地
方
六
団
体
の
代
表
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
同

法
律
案
に
対
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
。

　

石
垣
・
新
見
市
長
か
ら
は
、
①
地
方
自
治
法
の
改
正

な
ど
地
方
自
治
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
都
市
自

治
体
が
地
域
に
お
け
る
総
合
行
政
主
体
と
し
て
自
主
性
・

自
立
性
や
自
由
度
を
よ
り
一
層
拡
大
し
て
い
く
方
向
と

す
べ
き
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
の
規
定
は
、
原
則
大
枠

に
と
ど
め
る
こ
と
を
基
本
と
す
べ
き
こ
と
、
②
解
散
・

解
職
請
求
の
署
名
数
要
件
の
緩
和
・
署
名
収
集
期
間
の

延
長
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
署
名
収
集
期
間
の
み
緩
和

す
る
こ
と
で
足
り
な
い
の
か
等
の
検
証
が
十
分
に
行
わ

れ
た
と
は
言
い
難
い
た
め
、
要
件
の
緩
和
は
極
め
て
慎

重
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
③
地
方
税
の
賦
課
徴
収
等
を
直

接
請
求
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検

証
が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
、
現
在
の
地
方
自
治
体

の
置
か
れ
た
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
な
ぜ
今
改
正
す
る
の

か
理
解
し
が
た
い
、
地
方
消
費
税
の
充
実
・
確
保
が
現

下
の
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
下
で
、
減
税
等

の
要
求
の
乱
発
や
政
争
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
懸
念

が
あ
る
な
ど
、
そ
の
導
入
は
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ

り
、
今
回
改
正
を
行
う
こ
と
に
は
異
議
が
あ
る
こ
と
、

④
住
民
投
票
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
長
や
議
会
の

権
限
と
の
関
係
、
住
民
投
票
の
対
象
と
す
る
事
項
、
投

票
結
果
に
拘
束
力
を
持
た
せ
る
か
否
か
、
現
在
自
治
体

で
先
行
し
て
い
る
条
例
と
立
法
化
の
必
要
性
と
の
関
係

な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に

引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
⑤
専
決

処
分
が
不
承
認
と
な
っ
た
場
合
に
長
に
必
要
な
措
置
を

義
務
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
の
義
務

に
属
す
る
経

費
、
災
害
応

急
等
の
た
め
に

必
要
な
経
費

な
ど
に
お
い

て
、
再
議
制

度
と
の
関
係
に

つ
い
て
ど
の
よ

う
に
理
解
す

れ
ば
よ
い
の
か
不
明
で
あ
る
の
で
、
再
検
討
を
求
め
る

こ
と
、
⑥
住
民
訴
訟
に
お
け
る
首
長
等
の
賠
償
責
任
に

つ
い
て
は
、
責
任
範
囲
、
賠
償
請
求
額
の
制
限
な
ど
の

見
直
し
の
検
討
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
発
言

し
た
。

�

［
行
政
部
］

「
平
成
23
年（
２
０
１
１
年
）台
風
12
号
に
よ
る 

紀
伊
半
島
を
中
心
と
し
た
災
害
に
関
す
る 

緊
急
要
望
」を
政
府
・
与
党
に
提
出

　

９
月
15
日
、
本
会
は「
平
成
23
年（
２
０
１
１
年
）台
風

12
号
に
よ
る
紀
伊
半
島
を
中
心
と
し
た
災
害
に
関
す
る

緊
急
要
望
」
を
平
野
防
災
担
当
大
臣
、
川
端
総
務
大
臣
、

民
主
党
の
輿
石
台
風
12
号
災
害
対
策
本
部
長
等
に
提
出

し
た
。

　

緊
急
要
望
で
は
、
①
行
方
不
明
者
の
救
助
・
発
見
に

全
力
を
尽
く
す
こ
と
、
②
激
甚
災
害
と
し
て
早
期
に
指

定
す
る
こ
と
、
③
早
急
に
土
砂
ダ
ム
の
決
壊
防
止
な
ど
、

二
次
災
害
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
、
④
住
民
の
命
の
道

で
あ
る
高
速
道
路
や
幹
線
道
路
を
早
期
に
復
旧
・
整
備

す
る
こ
と
、
⑤
泥
土
、
流
木
等
の
処
理
に
対
す
る
財
政

支
援
を
講
じ
る
こ
と
、
⑥
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
を

早
期
に
適
用
す
る
こ
と
、
⑦
被
災
者
の
生
活
支
援
や
災

害
応
急
対
策
に
要
す
る
支
援
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
し

て
い
る
。

�

［
行
政
部
］

#5

石垣・新見市長

#6




